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 本基本方針は、平成 23 年 3 月 11 日に発生した、東日本大震災において被災した方

を対象とした応急仮設住宅（建設型）の撤去・集約化に関し基本的な方針を定めたも

のである。 

 平成 27 年 5 月から実施した住宅再建意向調査の回答を基本に方針を定め、平成 28

年 8 月から実施した住宅再建に関する最終確認調査を基に改訂を加えたものであり、

今後、住宅再建状況等必要に応じて見直しを加えるものとする。 
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第１ 基本方針の改訂の経緯 

  当初の基本方針は平成 2７年５月から実施した、住宅再建意向調査の結果

を基に仮設住宅での入居者の推移を推計し策定したところです。 

その後、平成２８年５月に仮設住宅の入居期間について、特定の事情があ

る方に限定して入居期間が延長される「特定延長」注）が平成３０年４月から

導入される見込みとなったことから、再建方法を早急に確認するため、「住宅

再建」に関する最終確認調査を平成２８年８月に実施したところです。 

今回、最新の意向調査を基に撤去・集約化の基本方針の見直しを行うもの

であります。 

なお、応急仮設住宅の供与期間は供用開始から７年間であり、８年目以降

に関しては、特定延長とする旨、平成 29年 5月 31日で通知されたところ

であります。 

  

  注１） 

   特定延長とは、再建方法は決めているが、特定の理由により応急仮設住宅を退去

できかねている方を対象とした入居期間の延長のことを言います。 

例１：未完成の災害公営住宅への入居を希望している方。 

例２：土地区画整理事業や防災集団移転促進事業による自宅の再建先は決まっ 

ているが、工期等の関係から仮設住宅を退去できない方。 

例３：公共事業以外で、自宅の再建（再建先・再建時期）は決まっているが、

建設事業者の工期等の関係から仮設住宅を退去できない方。 
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第２ 基本的な方針 

 応急仮設住宅の撤去・集約化については、現入居者の意向を尊重すると共

に、地域コミュニティの維持や、移転者の負担軽減に配慮し、必要最小限度

の転居に努めながら、撤去・集約化を図ることとします。 

 

 

１ 優先順位 

 

 ⑴ 学校用地 

   児童生徒への学校活動への配慮と、移転対象者のご理解とご協力を得

ながら、優先的に撤去・集約化に取り組み、平成 29年度内に全ての学

校用地における応急仮設住宅の集約を目指します。 

     

 ⑵ 民有地 

   地権者の意向を踏まえ、用地をお返しする団地については、撤去・集

約化に努めます。 

   平成 30年度は、各町 1箇所程度に撤去・集約化することを目指しま

す。公有地への集約を基本としつつも、地権者の理解が得られた場合に

は、民有地への集約も行います。 

 

 ⑶ 公有地（学校用地以外） 

   平成 32年度以降は、滝の里地区（公有地）のみに集約することを目

指します。 

 

 

２ 町毎の撤去・集約方針 

 

 ⑴ 矢作町内にある応急仮設住宅 

    矢作小学校を平成 29年 10月までに、現気仙中学校を平成 30年 3

月までに集約を行い、その他の団地は順次集約解体し、平成 3１年度内

にすべて集約の上、平成 32年度までに解体する。 

 

 ⑵ 横田町内にある応急仮設住宅 

    現在の横田小学校を平成 30年 3月までに集約を行い、その他の団地

は順次集約解体し、平成 31年度内にすべて集約の上、平成 32年度まで

に解体する。 
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 ⑶ 竹駒町内にある応急仮設住宅 

   竹駒小学校を平成 30年 3月までに集約を行い、その他の団地は順次

集約解体し、平成 32年度以降は、滝の里地区のみ、市内の拠点団地と

位置付け、継続して管理を行う。 

 

 ⑷ 気仙町内にある応急仮設住宅 

   二日市東側は平成 30年度まで、二日市地区は平成 31年度までに集

約し、平成 32年度までに解体する。 

  

 ⑸ 高田町内にある応急仮設住宅 

    平成 29年度末までに学校グラウンド及び栃ケ沢地区・西和野地区か

ら集約を行い、その他の団地は順次集約解体し、平成 3１年度内にすべ

て集約の上、平成 32年度までに解体する。 

 

 ⑹ 米崎町内にある応急仮設住宅 

    米崎小学校を平成 29年 10月までに集約を行い、その他の団地も順

次集約解体し、平成 3１年度内にすべて集約の上、平成 32年度までに解

体する。 

 

  ⑺ 小友町内にある応急仮設住宅 

    民有地に関しては、順次集約解体し、モビリアは平成 30年度まで、

キャンプサイトも平成 31年度までに集約し、平成 32年度までに解体す

る。 

 

  ⑻ 広田町内にある応急仮設住宅 

     広田小学校を平成 29年 10月までに集約を行い、旧広田水産高等学

校は平成 30年 3月に集約し、平成 30年度までに解体する。 

 

 

 

３ 開始時期 

 

   撤去・集約化は平成 28年度から市内 9団地について実施しており、平

成 29年度には 15団地を行う予定です。 

   今後、集約予定の応急仮設住宅団地については、団地ごとに事前に説明

会を行い、移転先団地の調整などを実施します。 
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第３ 撤去・集約化スケジュール 

  

１ 集約化計画 

平成 28年 3月に策定した「陸前高田市応急仮設住宅集約化計画」を、「住

宅再建」に関する最終確認調査を踏まえ改訂した集約化計画のスケジュール

は、別紙 1「陸前高田市応急仮設住宅集約化計画（改訂版）」のとおりです。

（新旧対照表は別紙 2のとおり） 

 

 ２ 移転費用の助成 

市の要請に基づき、応急仮設住宅から応急仮設住宅へ転居が必要になっ

た場合については、民間事業者に業務を委託し、直接引越し作業を行う支

援と、事情を勘案した金銭給付により支援することとし、移転者の負担軽

減に努めます。 

詳しくは、対象団地の説明会の際にお知らせします。 
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